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菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場仲値）により計算されている。
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１【提出理由】

クレディ・スイス・エイ・ジーは、当社連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

に著しい影響を与える事象が発生したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第19号に基づき、本臨時報告書を提出いたします。

 

２【報告内容】

(1)　当該事象の発生年月日

2021年３月29日

 

(2)　当該事象の内容

2021年３月29日、当グループは、米国を拠点とするヘッジファンドが、当グループ及びその他の銀行

によるマージン・コール（追加担保請求）に対して不履行を起こしたことを発表しました。当該ファン

ドのマージン・コミットメント（追加担保提供義務）の不履行を受けて、当グループ及びその他の多く

の銀行は、ポジション解消の手続きを進めました。2021年４月６日、当グループは、財務業績について

は、依然として詳細な数字の最終的な確定及び検証作業を必要とするものの、2021年度第１四半期にお

いて約９億スイス・フラン（1,059.39億円）の法人税等控除前損失を計上する見込みであることを発表

しました。これには、上記の米国を拠点とするヘッジファンドのマージン・コミットメントの不履行に

関する44億スイス・フラン（5,179.24億円）の損失が含まれています。

 

(3)　当該事象の連結損益に与える影響額

上記(2)に記載のとおり、米国を拠点とするヘッジファンドのマージン・コミットメントの不履行に関

する損失は44億スイス・フラン（5,179.24億円）となる見込みです。これは2021年度第１四半期の業績

に計上されます。

 

 

以上
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